
令和７年度次世代自動車普及啓発事業企画提案募集要領 

 

この要領は、令和７年度次世代自動車普及啓発事業を委託するにあたり、企画提案を広く募集し、

受託事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務名 

令和７年度次世代自動車普及啓発事業 

 

２ 業務の目的 

次世代自動車（EV・PHV・FCV）に対する様々な懸念点（航続距離、電気料金、充電など）を払拭

し、次世代自動車の魅力を分かりやすく県民へ啓発することで、県内の機運醸成、ガソリン車から

の早期転換を促進する。 

 

３ 業務の内容 

（１）委託業務の内容 

  別添「令和７年度次世代自動車普及啓発事業委託仕様書」のとおり 

（２）契約期間 

       契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（３）提案上限額 

    ２，４６４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 参加要件 

この企画提案に応募できる者は、次の資格要件の全てを満たすこととする。 

（１）福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条の規定により、知事が競争入

札参加資格を有すると認めた者であること 

※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資

格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。ただし、

審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加

資格を喪失する。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４各号に該当しないこと 

（３）企画提案書の提出日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、および民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もし

くは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど



直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

５ 受審資格の認定等 

（１）申請方法 

    参加を希望する事業者は、次に掲げる書類を持参または電子メールにより、担当窓口に提

出し、資格審査を受けなければならない。なお、期限までに書類を提出しない者または参加

資格がないと認められた者は、企画提案書を提出することができない。 

ア 受審資格認定申請書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ 競争入札参加資格審査申請書の写し 

※福井県の競争入札参加資格を有していない場合 

※電子メールで提出する場合、担当窓口に電話で受信確認を行うこと。 

（２）提出期限 

    令和７年６月３０日（月）１７時（必着） 

（３）受審資格の認定結果の通知 

    受審資格の認定結果は、令和７年７月２日（水）までに申請者に書面（電子メール）で通

知する。 

（４）受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明 

  ア 受審資格の認定を受けられなかった者は、書面によりその理由について説明を求めること

ができる。この場合、通知を受け取った日から５日以内（休日を除く）に説明を求める旨を

記載した書面を持参または電子メールにより、担当窓口に提出しなければならない。 

イ 県は説明を求めた者に対して、書面の提出のあった日から５日以内（休日を除く）に書面（電

子メール）により回答する。 

 

６ 本業務に関する質問事項 

  本業務に関する質問事項については、令和７年６月３０日（月）１７時までに質問書（様式第

３号）を、電子メールにより、担当窓口に提出すること 

質問に対する回答は、電子メールにより、全ての受審資格認定者に対して行う。 

 

７ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

    受審資格があると認められた事業者は、企画提案書を作成し、持参または電子メールによ

り、担当窓口に提出すること。なお、受審資格の認定を受けた者で期限までに企画提案書の

提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。 

    ※持参の場合、資料を電子データでも提出すること。 

    ※電子メールで提出する場合、担当窓口に電話で受信確認を行うこと。 

（２）提出期限 

    令和７年７月１４日（月）１７時（必着） 

 

８ 受託者の選定および結果発表等 

（１）選定方法 

企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）によるプレゼンテーションを実施し、

別途設置する審査委員会において企画提案書および提案価格（見積価格）の審査を行い、受



託予定事業者を選定する。 

※プレゼンテーションは令和７年７月１７日（木）頃を予定しているが、詳細は提案者に

別途通知する。 

（２）選定基準 

下記の評価項目に従い、提出書類の書面審査を行い、企画提案の内容、事業の実施能力等

を評価、採点し、審議の上、最も優れた提案者を選定する。 

 

評価項目 評価基準 

 

① 有効性 

企画提案の内容が、事業の目的を理解し、目的を達成できる提案となっているか。  

企画提案の内容が仕様書の「４委託事業の内容」を実施するに適当な提案となって

いるか。  

② 新規性 オリジナリティがあり、若者に対しても興味を惹きつける内容があるか。  

③ 将来性 
社会情勢や経済状況に応じて継続的に、変更及び二次利用可能なものとなっている

かどうか。  

④ 実現可能性 

スケジュール設定が適切なものとなっているか。 

啓発による普及効果が具体的に示されているか。 

関連主体との円滑な協力や連携が図られ、平等性が担保されているか。 

十分な業務実績及び専門的知見を有するか。 

⑤ 経済性 提案内容に応じた妥当な見積額であるか。 

 

（３）選定結果の通知 

    審査委員会による選定後、速やかに全ての提案者に書面（電子メール）で通知する。なお、

審査経過については公表せず、審査結果の異議申し立ては受け付けない。 

（４）理由の開示 

    選定されなかった提案者は、書面によりその理由について説明を求めることができる。こ

の場合、審査結果の通知を受け取った日から７日以内（休日除く）に説明を求める旨を記載

した書面を持参または電子メールにより、担当窓口に提出しなければならない。 

 

９ 契約 

（１）契約の締結 

    受託予定事業者と企画提案書等をもとに協議し、協議が整った場合に契約を締結する。こ

の協議の際、仕様書および提出された企画提案書の内容・経費を一部変更する場合がある。 

（２）契約書・契約保証金等 

    福井県財務規則のほか関係法令等の定めるところによる。 

（３）契約締結の取消し 

    次の場合には、契約締結を取り消す場合がある。 

  ア 受託予定事業者が、契約の締結に応じないとき。 

  イ 受託予定事業者の財政状況悪化等により、業務履行が確実でない恐れがあるとき。 

ウ 契約締結までに、４に定める参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

エ その他、受託予定事業者の社会的信用を損なう行為等により、業務委託が不可能または不

適当となるような事情が生じたとき。 

 



１０ その他 

（１）企画提案書等提出後は、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認めない。また、

企画提案書に記載した本業務の配置予定責任者等は、原則として変更できない。ただし、病気、

死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の責任者等であること

とし、福井県の了解を得なければならない。 

（２）審査を行う際など、企画提案書等を必要な範囲において複製することがある。 

（３）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、提出された企画提案書等を無効にするとともに、

虚偽の記載をした者に対して、指名停止の措置を行う場合がある。 

（４）企画提案書等提出書類の作成およびプレゼンテーションに要する経費については、すべて提

案者の負担とする。 

（５）提出された企画提案書等は返却しない。 

（６）成果物に関する権利は、受託者の固有の知識及び技術を除き、全て福井県に帰属する。タレ

ント著作権も含め、成果物に関して今後福井県が永続的に利用できる形で納入すること。 

（７）事業実施の際は、「秘密の保持」「情報セキュリティの確保」「個人情報の保護」等に十分配慮

し、業務上に知り得た情報を自社の営業活動に活用しないこと。 

（８）事業実施に係る物品等の調達については、地域の活性化の観点を考慮すること。 

（９）その他、不明な点（本業務に関する質問以外）については、担当窓口に照会すること。 

（１０）参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第４号）を令和７年７月１１日（金）までに担

当窓口へ、持参もしくは電子メールにより提出すること。 

 

１１ 担当窓口（書類の提出先および問合せ先） 

  福井県エネルギー環境部エネルギー課 

   〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７番１号 

   電話：０７７６－２０－０３０２  ＦＡＸ：０７７６－２０－０６２４ 

   電子メール：energy@pref.fukui.lg.jp 

 

１２ スケジュール 

（１）公告・資料配布      令和７年６月１３日（金）～６月３０日（月） 

（２）受審資格認定申請の期限  令和７年６月３０日（月）１７時 

（３）質問書の提出期限     令和７年６月３０日（月）１７時 

（４）受審資格認定結果の通知  令和７年７月 ２日（水） 

（５）企画提案書の提出期限   令和７年７月１４日（月）１７時 

（６）審査委員会        令和７年７月１７日（木）頃予定 

   （プレゼンテーション・審査） 

（７）審査結果の通知      決定後速やかに通知 

 


